
 

 

大学との包括的な連携の推進に係る考え方 
 

 

１ 連携の目的 

  区と大学が包括的な連携によって、相互の人的、知的及び物的資源の交流・活 

用を図り、まちづくり、人材育成、教育、文化、産業育成等の分野で相互に協力 

し、地域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的とする。 

 

２ 区の役割 

  区は、大学と行う相互協力事項において、大学に対し、教育研究に係る活動の 

場と発表の機会を提供し、大学がめざす人材の育成や教育研究の発展のために協 

力する。 

 

３ 大学の役割 

  大学は、区と行う相互協力事項において、大学としての特色を生かし、その幅 

広い専門知識、技術及び人材を地域社会に還元し、区がめざす中野のまちの発展 

のために協力する。 

 

 

４ 相互協力事項 

 （１）地域の活性化、まちづくりに関すること 

 （２）人材育成に関すること 

 （３）教育・学術・文化振興に関すること 

 （４）産業の育成支援に関すること 

 （５）その他、両者が必要と認める事項 

 

 ５ 区と包括連携協定を締結している大学の一覧 

  ・東京工芸大学    平成 20年(2008年)8月 7日締結 

  ・明治大学      平成 26年(2014年)3月 27日締結 

  ・帝京平成大学    平成 26年(2014年)3月 27日締結 

  ・国際短期大学    平成 28年(2016年)3月 23日締結 

  ・こども教育宝仙大学 平成 28年(2016年)3月 31日締結 

  ・新渡戸文化短期大学 平成 28年(2016年)3月 31日締結 
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